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令和 3年 (ワ )第 28700号  生物学上の親調査・義務確認等請求事件

原 告  江 蔵  智

被 告  東 京 都

準 備 書 面 儡)

令不口6年 12月 24日

東京地方裁判所民事第 16部乙合議 B係 御中

=」

オ

④

淳=運動

被告指定代理人   加登屋

棚橋

被告は本準1帝書面において、原告の令和 6年 12月 10付け訴えの変更中立書 (以

下、単に「訴えの変更申立害」という。)による公更後の請求の胆旨に対する答弁を

行 う。

同
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第 1 変更後の請求の趣旨に対する答弁

(本案前の答弁)

1 本件訴えのうち請求の趣旨第 1項及び第 2項に係る部分を却下する

2 訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

(本来の答弁)      ′

1 原告の請求をいずれも楽却する

2 訴訟費用上ま原告の負担とする

との判決を求める。   ′

なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言をなされる場

合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求めるq

第2 本案前の答弁の理由 (請求の趣旨第 1項 に係る訴えの適法性について)

1 不代替的給付を目的とする為す債務の履行請求について

訴えの変更申立苔による変更後の請求の岨旨第 1項 (以下「本件請求」とい

う。)は、被告に対して同中立響別紙の方法による事実調査を実施することを求

めるものであり、これは「為す債務Jの履行を求めるものである。

そして、訴えの変更申立書別紙第 1項ないし第 8項のヱⅢ項は、いずれもその

性質上「不代替的給付」を目的にするものであるから、直接強制・代替執行は

あり得ず、問接強制の可能性しかないところ、問接強制は、債務者が給付を実

現しようとする意思を持ちさえすればやれる種類の給付であること (判例はこ

の要件を「債務の履行が債務者の意思のみに係る」ものとしている。)が必要で

あり、第二者の協力を必要とする給付については許されないから、かかる請求

はその当否の判断に立ち入るまでもなく給付請求として不適法であり、却下を

免れないというべきである。

(以上につき、昭和 68年 5月 12回東京地方裁判所判決の判例H寺報 1282
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号 133頁解説 (乙 7号証)、
「我妻栄考・新訂債権総論J〔 93頁〕(乙 8号証)、

「奥田昌道編著・注釈民法 (1い 」〔299頁〕 (乙 9号証)等参照)。

2 本件請求について

仰)訴えの変更申立害別紙第 1項及び第 2項について

ア これを本件請求についてみると、訴えの変更申立苦別紙第 1項の作為の

内容は、「被告は、訴外墨田区から口召和 33年 4月 1日 から同月30回 まで

の門に作成された戸孵受附 l長 のうち、『件名』が『出生』となっている屈出

全剖
`に

記載された『届出t事件本人の氏名』、『本籍』、及び『捕考』‖vlの 情報

(本件戸孵受附l艮情報)を取得すること」であるが、被告が訴外墨田区か

ら本件戸紺受附帳を取得する債務は、その実現可能性が専ら訴外墨田区に

おける当該1青報のP剤 示の可否の半」断に左右されるのであるから、その履行

が債務者の意思のみに係るものであるということはできない。

ィ そして、既に述べたとおり、訴外墨田区は、同区の1背報公 Fデロ及びイ固人情

報保設審査会の本件答申 (乙 2号証)を踏まえて、戸孵受附帳の開示には

応じられない旨を被告及び原告に対して回答していることに加えて (甲 2

1号証、甲63号証)、 裁判所は原告・被告東京都 Fロロの本件訴訟において訴

外墨田区の法的義務の存否を判定することはできないことからすれば、本

件訴訟の判決を債務名義として、訴えの変更申立番別紙第 1項の作為を履

行することは不可能であると言わざるを得ない。

ウ また、訴えの変更申立書別紙第 2項の作為の内容は、「被告は、節FF外塁田

区から得られた本件戸籍受附情報に基づき住民票及び戸籍等を取り寄せ、

届出事件本人全員の性別及び現住所、並びに戸紺上の両親 (既に死亡して

いる場合を除く)の現住所を調査すること」であるが、第 2項の債務は第

1項の債務が実現可能であることを前提とするものであるから、第 1項の

償務と同様に、その履行が債務者の意思のみに係るものであるということ

はできない (本件戸密受附情学Rに基づき訴外堅田区以外の地方公共団体に
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戸籍等の請求を行う場合には、当該公共団体におけるP,日 示の可否の判噺も

別途生じることとなる。)。

工 したがって、
~√
下えの変更申立書別紙第 3項以降で求められている各作為

の内容を検討するまでもなく、本件請求は不適法であると言わざるを得な

い 。

なお、以上のことからすれぱ、請求の趣旨第 3項の債務不履行に基づく

損害賠イ貨請求権は、仮に当該債務を被告が負つていたと認められる余地が

あったとしても、遅くとも本件答申 (乙 2号証)の判断が示された平成 1

8年 2月 28回 の時点で、社会通念上その債務の履行が不能となったこと

により嶼和ユ賠償甜求権にほ嫁したと解するのが相当であるから、前訴控訴

審判決後の被告の弁済 (あ るいは消l「成時効)により消滅したというべきで

ある (答弁番 〔21～ 22頁〕)。

(2)訴えの変更申立書男u紙第 3項ないし第 8項について

ア 念のため、口Ffえの変更申立著別紙第 3項ないし第 S項についても言及す

ると、
~√
下えの変更申立苔別紙第4項以降の作為を実現するための前提とな

る第 3項の作為の内容は、「強告は、本件戸籍受附l長情学Rに記載された屈出

事件本人のうち、性別が丹性である者全fl及びその戸紺上の両親に対して、

平成 18年 10月 12日 付東京高等裁判所判決において認定された昭和 3

3年 4月 10日 頃に束京都立墨国産院において発生した原告と他の新生児

との取り違え事件に関する事実関係を説明し、原告の血緑上の両親を特定

するための調査協力を依頼する文書を郵送すること」であるが、そもそも

本件戸孵受附帳 (甲 5号証)の中に「取連え可能性新生児」に係る届出の

記耳戎が存在するとは必ずしも断定できないことは既に主張したとおりであ

り (被告準備書面仰)第 1・ 3・ (2)及ぴ(3)〔 4～ 6頁〕)、 本件戸籍受附帳を

起点とした調査は原始的に不能である可能性も排除できないのであるから

その履行が債務者の意思のみに係るものであるということはできない。
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イ この点を措いても、訴えの羨更申立書別紙第 3項の調査を実施すること

に関して、本件の事 1青 を説明すること自体が、取 り違えの当学者であるか

もしれないという事実を告知されることを望まぬ者に対する権利利益の侵
′

容となるおそれがあり、現実に取 り違え事件の相手方とされた者やその子

にも菫大な結果が生じた部例 (乙 6号証)力《存在することは既に主張 した

とお りである (被告準備書面(2)第 2〔 3～ 7頁〕)。 同様に、訴外墨田区の

本件容申 (乙 2号証)においても、本件戸籍受附 l長 を開示するのが相当で

はない理由として、本件とは無関係な多放の第二者のプライバシーに係る

権利利益のイ曼害のみならず、仮に戸籍受附帳の中に真の親の判明に繋がる

情報が特定できたとしても、原告と同じように真実を追求する意思がある

とは限 らない旨が指摘されてお り、本件戸孵受附 l艮情報の P,日 示には応じら

れない旨の訴外墨円Fと の回答は、このような作餌L点 も踏まえたものであると

解される。

ところで、前掲 「我要栄著・新訂債椎総論」 〔S7頁〕 (乙 8号証)によ

れば、国家の裁判機関によって強制的に債権の内容を実現する現実的履行

の強 li」 に関して、I債穂は債務者の行為を本体とするものであり、これを強

制的に実現させることは、往々にして債務者の人格に不当の強制を加え、

近代法の埋想にもとることになるか ら、債務者の人格の尊重と債権の保護

との訓和点に現実的履行強制の手段とその限界とが定められなければな ら

ないと説明されている。

そ して、判例が問接強制の要件として 「債務の履行が債務者の意思のみ

に係る」ものであることを求める趣旨が上記のとお り債務者の人格の尊重

の編見点にもあることか らすれば、いわんや債務名義の当事者ではない第三

者の権利利益を侵害することは当然許されるべきではないか ら、訴えの企

更申立苦別紙第 3項が履行されることを前提 とした本件請求は不適法であ

ると言わざるを得ない。
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ウ なお、訴えの変更申立書別紙第 4項の作為の内容は、性別が男性である

者全員に対 して戸】ll訪問を実施 し、出生病院を調査する債務であるが、対

象者が出生病院の聴き取りに対して回答するか くできるか)は不確定であ

|  り、やはりその履行が債務者の意思のみに係るものであるということはで

きない。             '

同様に、訴えの変更申立書別紙第 5項及び第 6項の作為の内容は、DN

A鑑定調査への協力を依頼し、協力を得られた者についてDNA鑑定を実

施する債務であるが、対象者がDNA鑑定の実施を望むかどうかは不石往定

であり、その履行が債務者の意思のみに係るものであるということはでき

な い 。

3 1結語

以上のとお り、請求の趣旨第 1項に係る請求 (本件請求)は不適法であるか

ら、却下を免れないというべきである。

以上
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令和 3年 (ワ )第 28700号  生物学上の親調査義務確認等請求事件

原 告  江 蔵  智

被 告  東 京 都

証 拠 説 明 書 に)

凹

④

淳1軍動

東京地方裁判所民事第 16部乙合説B係 御中

令和 6年 12月 24日

被告指定代理人   加登屋

同 棚橋

-1-
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号 証 (腺 .品
)

作成年月日 作成者 立 証 趣 旨

~乙
7 半町Tアl口寺辛R1 2 8 2

号 133頁 (口召和 6

3年 5月 12回 束

京地方裁判所判決 )

写し 1988101 判例時報 ・ 不代替的給付を目的とする為

す債務の履行請求について

・ 問接強制は、債務者が給付を

実Iノロとしようとする意思を持ちさ

えすればやれる種l煩の給付であ

ることが必要であり、第二者の

協力を必要とする給付について

は許されないから、かかる請求

はその当否に立ち入るまでもな

く給付請求 として不適法で あ

り、却下を免れないとした裁判

例のサ,7説

乙 8 新訂債権総諭

(抜粋 )

写し 1988, 8, 10

(舛 25用い

我萎栄者 . 国家の我半u機関によって強制

的に債権の内容を実現する現実

的履行の強制に関して、債糀は

債務者の行 /“bを 本体 とするもの

であり、これを強制的に実現さ

せることは、往々にして債務者

の人格に不当の強制を加え、近

代法の理想にもとることになる

か ら、債務者の人格の尊重と債

権の保護との訓和点に現実的履

行強制の手段とその限界とが定

められなければならないとされ

ていること

乙 9 注釈民法 (1い

償椎 (D

(抜粋 )

写し S62 5 30 奥田昌道編 ,不代替的給付を目的とする/“b

す債務の履行請求にっいて

-2-

以 上
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十・
一，

‐  |

ノ生ど

令和 3年 (ワ )第 28700号  生物学上の親調査義務確認等請求事件

原 告  江 蔵  智

被 告  東 京 都

意 見 菩

令和 6年 12月 24日

束京地方裁判所民事第 16部乙合説 B係 御中

被告掃定代 i里 人   加登屋 ④

棚橋 淳く蛭動同

被告は、原告の令和 6年 9月 2日 付け証拠申出書に対して、以下のとおり意見を

述べる。
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第 1 証人大黒和典について

しかるぺく。ただし、尋問事項 2(他の新生児取 り違い事件の概要、関係者

の状況等)及び 3(新生児取 り違え事件で再会を果たした親子の状況等)につ

いては聴取報告啓 (甲 77)の 内容で足 りるものであるか ら、同人の尋門を実

施する必要性は低いと思料する。

第 2 証人申恵キについて

しかるべく。

第 3 原告本人 (江蔵智)について

しかるべ く。

以 上
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